
   

岐阜県立東濃実業高等学校いじめ防止基本方針 
令和 5年 5月 26日 

 

ここに定めるいじめ防止基本方針は、平成 25 年 6 月 28 日公布、平成 25 年 9 月 28 日施行された「いじ

め防止対策推進法」（以下法という）第 13条を受け、本校におけるいじめ問題等に対する具体的な方針及

び対策等を示すものである。 

 

１ いじめの問題に対する基本的な考え方 

（１）定義 

法：第２条 

 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当

該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネ

ットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。 

※「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こり得る」という認識の下、危機感をもって未然防止に努め、

早期発見・早期対応並びに重大事態の対処を行う。 

 

（２）具体的ないじめの態様 

 ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 

 ・仲間はずれ、集団により無視をされる。 

 ・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

 ・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

 ・金品をたかられる。 

 ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

 ・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

 ・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等。 

 

（３）本校の姿勢 

  ・学校教育全体を通じて、いじめを人権問題としてとらえ、「いじめは絶対に許されない」行為であると

いう意識を生徒一人一人に徹底する。 

・いじめを許さない学校づくり、学級づくりを進め、生徒一人一人を大切にする教職員の意識や日常的

な態度を高める。 

 ・生徒の主体的、積極的な活動（授業、部活動、生徒会活動等）を推進することで、全ての生徒が安心

して学校生活を送ることができ、自己有用感や自己肯定感を育むことができる学校をつくる。 

 ・全ての生徒がいじめの加害者、被害者、観衆、傍観者にならないように指導を徹底する。 

 ・いじめは心身の健全な成長及び人格の形成に重要な影響を与え、生命または身体に危険を生じさせる

許されない行為であることを理解させ、生徒の主体的、積極的な普及啓発活動を推進する。 

 ・いじめを受けた生徒の生命、心身の安全を確保することを最大の目的とする。 

 ・いじめ問題には学校が一丸となって組織的に対応し、未然防止はもとより早期発見・早期対応に努め

る。 

 ・いじめ問題は根の深い問題であることを理解し、継続して注意深く経過観察を行い、折に触れて必要

な指導をおこなう。 

 ・部活動内における良好な人間関係を築かせ、お互いが高め合える組織を目指す。 

 ・本校のいじめ防止基本方針の内容については、年度初めに生徒・保護者・関係機関等に説明し、共通

理解を持って取り組む。 

 

２ いじめの未然防止のための取組 

（１）いじめ防止等の対策のための組織的対策 

法：第２２条 

 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職

員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の

対策のための組織を置くものとする。 

 

①いじめ防止等に関する措置を実効的におこなうために「いじめ防止等対策検討会議」を置く。 

②いじめ防止等対策検討会議は年間２回開催する。 

 



 

（２）学校および各分掌の取組 

 ①【学校全体】 

 ・全ての教育活動を通じて、自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践、行動ができるような人

権意識を醸成する。 

 ・生徒の豊かな情操や道徳心を育てる活動を推進する。（地域貢献やボランティア等） 

 ・いじめを許さない環境づくりのために『いじめ防止プログラム（年間計画）』や『早期発見・事案対処

マニュアル』を定める。 

 ・日頃から危機管理体制を整備し、全職員間で「報告、連絡、相談」ができる環境を整えておく。 

 ・いじめ対応に係る教職員の資質能力の向上を図る職員研修等を開催する。 

 ・本いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付ける。 

・５月と２月のいじめ防止等対策検討会議において、計画の確認、評価、検討、見直しを行うことによ

って、より良い運営を行うものとする。 

 ・教職員がいじめを発見し、又は相談を受けた場合には、速やかに『いじめ防止等対策検討会議』にい

じめに係る情報を報告し、組織的な対応をする。 

 ②【生徒指導部】 

 ・学校生活における規律を正し、生徒が主体的に授業や行事に参加できるように指導する。 

 ・生徒からのサインや問題行動等を見逃さず、全職員による支援ができるよう体制を整備する。 

 ・外部機関との連携を図る。 

 ・定期的に「実態調査」を実施し状況を把握する。 

 ・ＭＳリーダーズ活動を通じて、自治活動や社会貢献活動への参加により、社会の一員としての自覚を

醸成する。 

 ・生徒理解・生徒の状況把握のため、全校体制による教育相談を充実する。 

・教育相談体制を整え、全ての教員がいじめ相談に対応できるよう教員研修を実施する。 

 ・心のアンケート、hyper-ＱＵ検査等を有効に活用できるよう職員研修を実施する。 

 ・人権について研修会を実施し、「人権」についての意識を高める。 

 ・スクールカウンセラーとの連携を強化し、生徒・保護者が安心できる環境を整える。 

・情報モラルに関する指導を行う。 

③【教務部】 

 ・授業規律を整えるとともに、教科指導ではわかる授業を確立する。 

・言語活動の充実を目指した授業の研究を進める。 

 ・生徒一人一人の実態の把握と理解に努め、個に応じた指導の充実を図る。 

 ・生徒の興味・関心を喚起し、達成感や充実感を持たせる効果的な指導を工夫する。 

 ④【進路指導部】 

 ・進路目標の早期指導により、高校３年間の方向付けや目的意識を育成する。 

 ・生徒が自ら希望する進路を実現できるよう、確かな学力や専門的な知識・技術を身に付けるための指

導を充実し、望ましい勤労観・職業観を形成・確立できるようにする。 

 ・キャリア教育プログラムを通して、働くことの意義と他を思いやる心を育成する。 

 ⑤【特別活動部】 

・部活動や生徒会活動等、生徒が主体的、積極的な活動ができるよう支援を行う。 

 ・集団活動を通して道徳心や倫理観を育成する。 

 ・学校行事における全校および学年・クラス内の協力・協調による居場所や絆づくりを推進する。 

・ホームルーム活動を通してコミュニケーション能力を育成する。 

 ・部活動内における良好な人間関係を築かせ、お互いが高めあえる組織を目指す。 

⑥【保健厚生部】 

 ・命を守る訓練を通して、命の大切さを知り、思いやりの心を育てる。 

 ・環境整備を通して、互いに気持ちの良い空間の維持に努める。 

 ・日常の整理整頓により、落ち着いた学校生活に努める。 

 ・保健室来室の状況を把握し、問題の早期発見に努める。 

 ⑦【渉外部】 

 ・保護者総会等でいじめ撲滅に向けた活動を推進する。 

 ・いじめ問題について地域、家庭が連携した対策を推進する。 

⑧【学科推進部】 

 ・専門高校生としてふさわしいマナーや態度を育成する。 

 ・基礎的、基本的な知識と技能を身に付け、将来各分野のスペシャリストとして活躍できる人材づくり  

を推進する。 

 ・地域や企業との連携、ボランティア活動などを通して人間性豊かな「思いやりの心」を育てる。  

 



 

３ いじめ問題発生時の対処 

（１）いじめ問題発生時・発見時の初期対応   

・生徒指導部と学年団による対応 

・生徒指導委員会と教育相談・特別支援委員会による対応 

・いじめ防止等対策検討会議による対応 

 

（２）「重大事態」と判断された時の対応 

・生徒指導部と学年団による対応 

・生徒指導委員会と教育相談・特別支援委員会による対応 

・いじめ防止等対策検討会議による対応 

（外部委員：弁護士・公認心理師・保護者代表・地域代表を含む） 

・スペシャリストサポート事業等を活用した対応 

・県教育委員会による対応 

・所轄警察署による対応 

 

平成２６年 ４月 １日  作成 

平成２７年 ４月 １日  一部改正 

平成２８年 ４月 １日  一部改正 

平成２９年 ４月 １日  一部改正 

平成２９年１１月 １日  一部改正 

平成３１年 ４月 １日  一部改正 

令和 ２年 ４月 １日  一部改正 

令和 ３年 ４月 １日  一部改正 

令和 ３年 ５月１４日  一部改正 

令和 ４年 ５月２７日  一部改正 

令和 ５年 ５月２６日  一部改正 

 


